
 

 

 

 

日   時：平成28年3月8日（火）14:00～16:00 

集合場所：新居コミュニティセンター 

      土佐市新居894番地1 

 

議 事 次 第 
 

１．開  催 

  ２．高知河川国道事務所長 挨拶 

  ３．出席者紹介 

  ４．議   事 

 

波介川河口導流事業環境影響評価報告書（案）【資料－２】 

 

     ①大気環境（粉じん等、騒音、振動） 

     ②微気象（風向・風速、気温、湿度） 

     ③水環境（水質、底質、地下水の水質及び水位） 

     ④重要種（動物） 

     ⑤重要種（植物） 

     ⑥生態系 

 

             ― 質疑応答 ― 

 

 

５．閉  会   

第７回 波介川河口導流事業環境調査委員会 

資料－１ 



波介川河口導流事業環境調査委員会 規約 
 
（総 則） 
第１条 本規約は、「波介川河口導流事業環境調査委員会」（以下「委員会」という。）を設

置するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 
 
（目 的） 
第２条  本委員会の目的は、波介川河口導流事業の実施にあたり、事業特性、地域特性等

を踏まえ、適切な環境への影響を調査するために必要な助言を行っていくものである。 
 
（組 織） 
第３条 委員会は、別紙の委員をもって構成する。但し、必要があれば委員会に諮って追

加することができる。 
２．委員会には委員長１人、副委員長２人を置き、互選により決定するものとする。 
３．委員長は、委員会を統括し、委員会を招集する。 
４．副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

  ５．委員会は、全委員の過半数の出席をもって成立とする。 
 
（技術的助言） 
第４条 委員長は、波介川河口導流事業の環境への影響を調査するにあたり、原則として

次の事項について、高知河川国道事務所長（以下「事務所長」という。）からの要請

を受けて委員会を招集し、技術的な助言を行うものとする。 
    一．方法書の作成 
    二．項目、手法の選定 
    三．とりまとめ書の作成 
    四．その他環境への影響調査の実施に必要な事項 
    五．報告書の作成 

２．なお、これ以外の事項についても、事務所長からの要請があった場合には、技術的

な助言を行うものとする。 
 
（委員の任期）                   
第５条 委員の任期は、原則として委嘱のあった日から平成２８年３月３１日までとする。 
 
（事務局）                       
第６条 委員会の事務局は、国土交通省高知河川国道事務所河川管理課に置く。 
 
（雑 則） 
第７条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会に諮って定

める。 
（附 則） 
この規約は、平成１３年８月８日から適用するものとする。 
（第１回改正 平成１５年３月６日） 
（第２回改正 平成２０年４月１１日）  
（第３回改正 平成２３年２月１日） 
（第４回改正 平成２３年７月７日） 
（第５回改正 平成２７年３月５日） 
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